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全国内水面漁場管理委員会連合会 会員 各位 

 
 
                   全国内水面漁場管理委員会連合会 

                                 会長 藤田 利昭 

 

 

中央省庁への提案書作成に係る提案内容の検討 

及びアンケート調査の実施について（依頼） 

 

 当連合会の運営につきまして、日頃から格別の御協力をいただき、厚く御礼

申し上げます。 

 さて、令和５年度に中央省庁へ提出する提案書の素案が、令和４年度第１回

漁場管理対策検討会で別紙１のとおり、とりまとめられました。 

つきましては、別紙２「提案項目作成にあたっての考え方」に基づき、各都

道府県漁場管理委員会において令和５年度の提案内容を協議いただきますよ

う、お願いいたします。 

あわせて、別紙３のとおり、提案項目作成に係るアンケート調査を実施いた

しますので、ご対応のほどよろしくお願いします。 

なお、令和５年度提案項目に対する意見およびアンケート調査につきまして

は、各ブロック協議会幹事県へ提出してください。提出締め切りにつきまして

は、別途各ブロック協議会幹事県から提示されます。 

 

【添付資料】 

 ・別紙１ 令和５年度提案項目素案 

 ・別紙２ 提案項目作成にあたっての考え方 

 ・別紙３ 令和５年度提案項目に係るアンケート調査 

 ・別紙４ 令和５年度提案項目取りまとめスケジュールについて 

  

                         

 
全国内水面漁場管理委員会連合会事務局 

（新潟県内水面漁場管理委員会事務局内） 

新潟県農林水産部水産課内水面係 阿部 

電話 025-280-5315 

F a x 025-283-0361 
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Ⅰ 外来魚対策について 

令和５年度提案趣旨 

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」が平成１７年６月に施行され、特定外来

生物の生きたままでの持ち出しや移植放流が制限されてきました。平成２５年６月には同法が改正され、こ

れまで飼養等の許可を受けた者のみにしか適用できなかった主務大臣による措置命令等を密放流者に対して

も適用できるようにするとともに、措置命令の内容についても、放流した特定外来生物の回収まで命ずるこ

とができるようになりました。さらに、オオタナゴやコウライギギ等の１科、１０種、１交雑種の魚類につ

いては平成２８年１０月１日から、ガー科全種及びガー科に属する種間交雑種については平成３０年４月１

日から規制の対象となりました。 

 また、「内水面漁業の振興に関する法律」が平成２６年６月に施行され、オオクチバスを始めとする特定外

来生物等による被害の防止措置に対する支援等について、国等の講ずべき事項が明記されました。 

 しかしながら法の整備が進む中、令和３年度においても未だ、共同漁業権９３６件中４３８件で外来生物

による被害が発生しております。（事務局注：網掛け部分はアンケート集計後に修正します） 

 このような中で、これまで地方自治体や漁業協同組合が刺網や定置網等で自主的に駆除等を行っておりま

すが、生息域や食害が減少しておらず、十分な成果が得られていないのが現状です。 

 つきましては、下記の事項について提案いたします。 

令和５年度提案 （参考）令和４年度の回答・状況等 

１ オオクチバス、コクチバス、

ブルーギル及びチャネルキャ

ットフィッシュをはじめとし

た外来魚の生息状況、生態及び

漁業被害を把握するように努

めるとともに、開発された駆除

技術等をもとに、関係者と協力

してそれぞれの水域の特性に

応じた効果的な防除対策を戦

略的に進められるよう、普及・

指導を図ること。 

【農水省】 

１．水産庁では、平成24年度から、国立研究開発法人水産研究・教育

機構等に委託して、バス類やブルーギル、チャネルキャットフィッシ

ュ等の効果的な駆除技術の開発を行っており、その成果を基に、外来

魚の生育ステージや魚種、生息水域、季節に応じて、内水面漁協関係

者等が効果的な防除対策を行うことができるよう、３冊のマニュア

ル「だれにでもできる外来魚駆除１～３」を作成して配布・周知して

いるところです。 

２．今年度からは新たに、外来魚の生息状況の把握や外来魚管理技術の

研究を行う事業を支援し、引き続き技術開発と普及を進めてまいり

ます。 

３．また、今年度からは、内水面漁協による外来魚駆除活動を支援する

「内水面水産資源被害対策事業」において、目標設定と効果の検証が

可能な計画を策定した上で駆除活動を実施するよう、執行の改善を

検討しているところであり、このような取組を通じて、外来魚の生息

状況や漁業被害対策を、今後も内水面漁協関係者や各県と協力して

取り組んでいきたいと考えております。 

４．一方で、一部組合（漁業権で免許されている漁協を除く）において、

遊漁料等を徴収し、利用している実態があるように聞いております

ところ、貴連合会としての方向性を定め、関係者に周知、指導するよ

うにお願いします。 

 

【国交省】 

地元市町村や都道府県の関係部局等と連携し、河川管理者としても

特定外来生物等の防除対策に努めていく。 

 

【環境省】 

オオクチバス等広域で被害が生じている種の防除について、環境省

資料2-2 

n130321
テキストボックス
別紙１

n130321
テキストボックス
令和５年度提案項目素案



では、ラムサール条約湿地等、生物多様性保全上重要な内水面におい

て、漁業関係者と連携して防除モデル事業を実施してきました。こうし

た取組を通じて得られた知見をもとに、多様な主体により効果的な防

除が実施されるよう、オオクチバス等の防除の手引きを平成 21 年に

作成、平成26 年に改訂しており、引き続き、防除技術等の普及に努め

てまいります。 

外来種による被害状況については、環境省では、主に生態系に係る被

害の把握に努めているところであり、漁業に係る被害については所管

官庁である水産庁において把握されているものと理解しております。 

なお、特定外来生物に指定されている種を漁業権魚種として設定し

ている漁業関係者に対しては、引き続き、水産庁と連携し、外来魚に頼

らない漁業の実現に向けて、意見交換等を続けてまいります。 

２ 密放流行為を防止するなど

の法の実効性を担保するため、

釣り人や関係団体等を中心に

広く法律の周知徹底を図ると

ともに、関係者と連携した取締

りの強化や取締りに必要な予

算の確保など、外来生物法違反

の防止について具体的な措置

を講ずること。 

【農水省】 

１．特定外来法においてはオオクチバスやブルーギル等の特定外来生

物を許可なく放出した者に対して当該生物の回収を命ずることがで

きる等の措置を講じ都道府県及び関係団体に周知しております。 

２．河川や湖沼におけるオオクチバス等の特定外来生物の密放流は、漁

協関係者のほか、釣り人を始めとする一般国民からの情報提供によ

り明らかとなる場合が多いことから、水産庁では、リーフレットをリ

ニューアルし一般の釣り人も多数集まるイベントや講習会、全国の

釣具店で配布する等、特定外来生物の密放流防止を呼びかけている

ところである。引き続き環境省と連携してこれらの方々や関係団体

の協力が得られるよう外来生物法の普及・啓発を推進してまいりま

す。 

 

【環境省】 

環境省では、これまで外来生物法の違反行為に係る情報が得られた

場合等には必要に応じて警察と連携するなど適切に対応してきてお

り、今後も同様の対応を行ってまいります。 

また、現在、環境省が防除を実施している湖沼において、違法放流防

止を目的として監視カメラや注意看板の設置等を検討しているところ

です。違法放流防止のためには、こうした取組に加え、外来生物問題に

関する一般市民の理解の向上や取締りに対する警察の協力体制確保、

一般市民による監視の強化等が効果的だと考えており、引き続き地方

公共団体や民間団体等と連携して普及啓発等に努めてまいります。 

漁業関係者において密放流に関する情報を入手された場合は、地方

環境事務所や水産庁、警察への積極的な情報提供をお願いいたします。 

３ 外来魚による食害を防止し、

健全な内水面漁場を維持する

ためには、外来魚の駆除や、採

捕した外来魚のリリースを抑

制し回収を進めるための対策

等が必要であり、漁業協同組合

等が適切な対策が実施できる

よう、予算の拡充を図ること。 

【農水省】（３と４について一体的に回答） 

１．水産庁では、内水面漁業関係者が行う外来魚駆除・回収活動に対し

て、「内水面水産資源被害対策事業」により支援を行っているところ

です。 

２．昨年度からは、同事業において、目標設定と効果の検証が可能な計

画を策定した上で駆除活動を実施するよう、執行の改善を検討して

いるところであり、このような取組を通じてより緊急性・必要性が高

い水域に重点的に予算を配分し、内水面漁協関係者が、外来魚駆除・



４ 新たな水域で特定外来生物

が発見された際に、効果の高い

早期の対応を行うため、柔軟に

使用可能な予算の確保や調査

及び駆除への支援等、国が速や

かに対応する枠組みを構築す

ること。 

回収活動をより適切かつ効果的に実施できる体制の構築を図ってま

いります。 

３．一方で、一部組合（漁業権で免許されている漁協を除く）において、

遊漁料等を徴収し、利用している実態があるように聞いております

ところ、貴連合会としての方向性を定め、関係者に周知、指導するよ

うにお願いします。  

 

【環境省】（３への回答） 

漁業被害を防ぐため又は健全な漁場を維持するための予算について

は、業の所管官庁である水産庁において措置されているものと理解し

ております。環境省においては、外来種による生態系に係る被害を抑え

るための対策について、引き続き、予算確保に努めてまいります。 

【環境省】（４への回答） 

環境省においては、生物多様性の保全再生を目的として地方公共団

体や地域の協議会等が実施する外来種の防除事業や早期防除計画の策

定等に対して、生物多様性保全推進交付金により支援を行っておりま

す。外来種による生態系に係る被害を抑えるための対策については、引

き続き、予算確保に努めてまいります。 

 



Ⅱ 魚病対策について 

令和５年度提案趣旨 

「内水面漁業の振興に関する法律」が平成２６年６月に施行され、内水面水産資源に係る伝染性疾病の予

防等について、国等の講ずべき事項が明記されました。 

このような中、平成２８年１月の水産資源保護法施行規則及び持続的養殖生産確保法施行規則の改正によ

り、水産動物及び輸入防疫対象疾病や特定疾病等の見直しがなされ、更に、平成２８年７月には水産防疫対

策要綱が策定され、水産防疫に係る基本的な方向が示されたところであり、新たな疾病の水際防疫や国内防

疫体制の強化が期待されているところであります。 

しかしながら現状をみると、重要種であるアユについては、冷水病による被害が根絶されていない状況に

あり、また、平成１９年には国内で初めてエドワジエラ・イクタルリ症が確認されるなど、予断を許さない

状況が続いております。 

同様にコイについても多くの共同漁業権漁場において漁業権魚種とされておりますが、平成１５年１１月

にコイヘルペスウイルス（ＫＨＶ）病の発生が確認されて以来、稚魚の放流による増殖が困難な状況にあり、

漁業権管理や漁協経営上の大きな問題となっております。 

また、ＫＨＶ病については既発生水域と未発生水域が混在することから、コイの増殖および流通行為が制

限されており、コイ漁業に極めて大きな打撃を与えております。 

 つきましては、下記の事項について提案いたします。 

令和５年度提案 （参考）令和４年度の回答・状況等 

１ アユの冷水病やエドワジエ

ラ・イクタルリ症について、養

殖及び放流後の被害低減に係

る対策技術の開発と普及を行

うとともに、まん延防止のた

め、全国的な防疫体制構築の施

策を継続的に実施すること。 

【農水省】 

１．アユの疾病については、平成23 年 12 月に策定した「アユ疾病に

関する防疫指針」に基づき、天然の河川・湖沼への病原体のまん延防

止及び養殖場における疾病被害の防止を軸に対策を講じてきている

ところです。 

２．冷水病については、令和３年に天然水域で25都道府県、養殖場で

は13都道府県において発生しており、平成13年から15年頃のピー

クと比べて低減しているものの、近年は下げ止まりつつあると承知

しています。 

３．エドワジエラ・イクタルリ感染症については、令和３年に天然河川

において５県、アユ放流種苗で４県、養殖アユでは３県で保菌（陽性

事例）が確認されており、引き続き、発生状況を注視する必要がある

と考えています。また、海産遡上アユの保菌開始時期や感染源に関す

る知見等について、平成31年３月に魚類防疫技術書「河川における

アユのエドワジエラ・イクタルリ感染症」としてとりまとめ、水産資

源保護協会のホームページにて公表しています。 

４．平成29年９月に既存治療薬（フロルフェニコール製剤）の効能拡

大が承認され、アユの冷水病及びエドワジエラ・イクタルリ感染症の

治療薬として使用可能となっています。 

５．本年６月に水産試験場長会及び都道府県に対して事務連絡にてお

知らせした内容ですが、養殖業成長産業化提案公募型実証事業を活

用することにより、都道府県が水産用医薬品（アユのワクチン・治療

薬を含む）の治験を水産試験場等で実施し、当該治験データの提供を

受けた水産用医薬品メーカーが水産用医薬品の承認申請を行うとい

った対応も可能になっています。 

２ ＫＨＶ病発生から１０年以

上経過し、感染水域の拡大によ

【農水省】 

１．KHVの発生件数は、KHV病防疫指針や内水面漁場管理委員会指示に



って深刻な影響を受けている

コイ資源の再生に向けた取組

みについて、国が主導し進めて

いくとともに、近年蓄積された

知見を踏まえ、公共用水域にお

いても放流・移殖・持ち出しの

制限を解除できるように国が

主体となった研究開発を継続

的に実施すること。 

基づく感染が疑われるコイの移動制限等により、我が国で初めてKHV

が確認された当時と比較して減少しています。 

２．関係県からの要望を受け、平成30年度より水産技術研究所におい

て「コイ放流試験技術連絡協議会」が設置され、放流再開に向けたデ

ータ収集のため、関係県によるKHV 未感染コイを用いたKHV 既発生

河川での暴露試験が行われています。放流再開に向けて、継続して知

見の収集を行うことが必要であると考えており、状況を注視してい

きます。 

３．また、KHVの未報告水域や陰性確認水域へのまん延防止のため、今

後も関係者の皆様におかれては、都道府県水産試験場等における放

流魚の陰性確認や、内水面漁場管理委員会指示による既発生水域か

らのコイの移植・持ち出しの禁止等、まん延防止措置の徹底をお願い

します。 

４．令和４年は、本疾病の発生が多いことを踏まえ、発生状況をお知ら

せするとともに本年７月11日に事務連絡を発出しており、今後も、

必要な情報を事務連絡の形で都道府県に提供していきます。 

３ 水生生物の輸入にあたって

は、新たな疾病のまん延を防止

するため、輸入後に仕向先の養

殖場において健康状態や移動

等について監視する際に閉鎖

された隔離施設での管理する

ことの法的な義務付けや、迅速

な連絡周知体制及び感染経路

の解明・防疫体制の整備を推進

し、水際での対策に万全を期す

こと。 

 

 

 

 

 

【農水省】 

１．水生生物の輸入にあたっては、あらかじめ輸出相手国と二国間で衛

生条件を締結し、輸入防疫対象疾病を広げるおそれがない水生生物

のみ輸入を認めています。 

２．また、輸入された水生生物は、平成28年７月に策定した「水産防

疫対策要綱」の別記「輸入水産動物の着地検査指針」に基づき着地検

査が実施されており、同指針において、疾病が確認された際の手続き

や連絡体制等が明記されているところです。 

３．着地検査については、都道府県間の情報伝達を的確に行うため、

「着地検査期間中に着地検査対象動物を移動する場合の手続につい

て（令和４年５月20日付け消費・安全局畜水産安全管理課水産安全

室長事務連絡）」において都道府県間の情報伝達に関する様式及びフ

ローチャートを示しており、ご活用をお願いいたします。 

４．輸入防疫対象疾病の病原体を広げるおそれがないとは認められな

いときは、水産資源保護法第14 条に基づく管理命令を発し、指定さ

れた施設において厳格に管理させる等の措置により、水際での対策

に万全を期してまいります。 

４ 現状のような個々の魚種に

対する水産用医薬品開発では、

市場の小さい魚種の医薬品の

開発は行われず、使用可能な医

薬品がない、もしくは非常に少

ない状況が続いている。このよ

うな魚種に使用可能な医薬品

が早期に実用化されるよう、具

体的な対策を行うこと。 

【農水省】 

１．農林水産省では、水産用医薬品の開発・実用化を促進するため、「水

産防疫対策委託事業」により研究段階での基礎的な試験等に掛かる

費用を、「希少疾病等用動物用医薬品実用化促進事業」及び「養殖業

成長産業化提案公募型実証事業」により開発段階での承認申請の資

料作成に必要となる試験等にかかる費用を支援しています。 

２．本年６月に水産試験場長会及び都道府県に対して事務連絡にてお

知らせした内容ですが、養殖業成長産業化提案公募型実証事業を活

用することにより、都道府県が水産用医薬品の治験を水産試験場等

で実施し、当該治験データの提供を受けた水産用医薬品メーカーが

水産用医薬品の承認申請を行うといった対応も可能になっていま

す。 



 



Ⅲ 鳥類による食害対策について 

令和５年度提案趣旨 

平成１９年６月の「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」の一部改正により、

カワウが狩猟鳥獣に指定され、防除対策が進められています。 

また、「内水面漁業の振興に関する法律」が平成２６年６月に施行され、カワウ等の鳥獣による被害の防止

措置に対する支援等について、国等の講ずべき事項が明記されました。 

しかしながら、カワウの行動範囲は県域を越えた広範な地域に及び、かつ効率的な駆除の方法や体制が未

確立のため、水産資源に対するカワウの食害は依然として大きなものとなっております。 

更に、カワウ以外にもサギ類・カモ類の食害も多発しており、令和３年度の調査では共同漁業権９３６件

中５７８件で鳥類による被害が報告されるなど、無視できないものとなっております。（事務局注：網掛け部

分はアンケート集計後に修正します） 

このように、全国的に重要な問題であるカワウを始めとする鳥類による食害防止にあたっては、被害防止

のための効率的な手法の開発と、広域的な対策の実施が不可欠であり、カワウ対策に関するマニュアルの整

備をしていただいているところですが、引き続き、このことに対する国のリーダーシップの発揮と指導・支

援の強化が切に望まれるところであります。 

つきましては、下記の事項について提案いたします。 

 

令和５年度提案 （参考）令和４年度の回答・状況等 

１ カワウによる食害を軽減す

るため、既存の広域協議会と連

携した全国的な連携体制を整

備し、全国レベルでカワウ個体

数を調整・管理する指針を策定

し、駆除等を実施する等、国主

導によるカワウ対策を推進す

ること。 

【農水省】 

カワウについては、環境省において関係機関等から構成される広域

協議会（全国に４ブロック設置）を設置し、被害対策等を連携して実施

しているところであり、水産庁も関係機関として参加しているところ

です。 

 また、来年度が、被害を与えるカワウの半減目標年であるため、環境

省や関係都道府県等と連携し、カワウ対策を推進してまいります。 

 

【環境省】 

環境省と水産庁では、平成26 年に「カワウ被害対策強化の考え方」

をとりまとめ、その中で令和５年度までに被害を与えるカワウの個体

数を半減することを目標として、カワウ対策に取り組んでいるところ

です。 

現在、東北、関東、中部近畿及び中国四国の各ブロックにおいて、関

係都府県等から構成される広域協議会を設置し、複数の都府県が連携

した広域的な取組を進めています。環境省では、各協議会で実践されて

いる取組事例の収集や調査データの分析を行い、その結果を各協議会

に共有することにより、協議会間の連携を図っています。また、環境省

ホームページ「カワウの保護管理ぽーたるサイト」の更新を通じて、都

道府県等への情報提供も行っており、引き続き、これらの取組を通じ

て、カワウ対策に関する全国的な連携確保に努めてまいります。 

２ サギ類やカモ類による食害

も全国的に発生しているため、

特にサギ類の生息状況等につ

いて把握すること。また、早期

に効率的な防除対策を実用化

し、導入促進を図ること。 

【農水省】 

１．水産庁では、平成 29 年度より、「先端技術を活用したカワウ被害

対策開発事業」を実施しています。 

２．本事業では、効果的なカワウ被害対策の一環として、ドローンを活

用してカワウが嫌がるテープを樹木に張ることや、巣にドライアイ

スを投下すること等による繁殖抑制手法の開発とその実用化を目指



しており、得られた技術については、マニュアルとしてまとめ水産庁

HP で公表するとともに、全国に配布しています。また、これらの技

術の一部は、サギ類等にも活用可能であると考えられます。 

３．また、水産庁は、カワウ対策のためのドローン研修会（全国内水面

漁業協同組合連合会主催）、環境省と連携して開催されるカワウ被害

対策勉強会、技術開発等を通じて、カワウ被害対策が促進されるよう

努めてまいります。   

 

【環境省】 

サギ類の生息状況等については、環境省が実施している「モニタリン

グサイト1000（陸生鳥類調査、里地調査、シギ・チドリ類調査）」、「鳥

類標識調査」及び「全国鳥類繁殖分布調査」において、各調査地から観

察記録が報告されています。このうち、「全国鳥類繁殖分布調査」につ

いては、平成 28 年度～令和３年度の調査結果を昨年度公表したとこ

ろです。 

サギ類やカモ類に関する防除対策については、各地域の生息状況や被

害状況・原因等に応じた対策が取られているところであり、環境省にお

いても、各地域で実施されている対策方法について情報提供をするな

どの支援を行っていきます。 

３ 健全な内水面漁場を維持す

るため、カワウの食害など内水

面漁業被害に対し、適切な対策

が実施できるよう、漁業協同組

合等が行う駆除や追い払いな

どの支援事業と予算を充実さ

せること。 

【農水省】 

１．水産庁では、カワウ等の食害による漁業被害の軽減・防止を図るた

め、「内水面水産資源被害対策事業」により、内水面漁業関係者が行

う駆除や追い払い活動等に対して支援を行ってます。 

２．今年度においても、カワウの被害状況調査、駆除のための定額補助

として約１．４億円を確保しており、今後とも被害対策への継続的な

支援ができるよう必要な予算確保に努めてまいります。 

 



Ⅳ 河川湖沼環境の保全及び啓発について 

令和５年度提案趣旨 

平成９年に河川法が改正され、河川管理の目的として、治水・利水に加え河川環境（水質、景観、生態系

等）の整備と保全が位置付けられ、また、平成２８年５月には森林・林業基本計画が、更に平成２９年４月

には水産基本計画が見直され、漁場の環境保全に向けた施策が推進されております。しかし、現状では、良

好な環境が維持されているとは言えない漁場が多くあり、内水面漁業振興のためには河川管理者と漁場を管

理する漁業協同組合の連携強化をはじめとした河川湖沼の環境改善が不可欠です。 

また、啓発の面では、平成１８年１２月に教育基本法が改正され、教育の目標の一つに、「生命を尊び、自

然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと」が明記されております。 

このような中、平成２６年６月に「内水面漁業の振興に関する法律」が施行されましたが、同法には当連

合会がこれまで行ってきた河川湖沼環境の保全に係る提案内容が、多く盛り込まれており、今後、関連施策

の推進が必要となります。 

つきましては、下記の事項について提案いたします。 

 

令和５年度提案 （参考）令和４年度の回答・状況等 

１ 河川湖沼の環境を保全し、豊

かな水産資源を中心とした生

態系を維持するため、水源かん

養林等の整備はもとより、森林

伐採後の確実な造林等につい

て森林所有者をはじめとする

林業関係者への指導・啓発を行

うとともに、適切な利水の推進

により、土砂及び流木の管理、

適正流量の確保、水辺環境の再

生を図ること。 

併せて、大型台風や集中豪雨

による河川の氾濫や堤防の決

壊が近年頻発しており、内水面

漁業へも大きな被害をもたら

していることから、河川堤防の

整備等、大規模災害に強い川づ

くりをより進めていくこと。 

【農水省】 

１．林野庁では、森林の有する水源涵養機能や土砂流出防止機能等の維

持・増進を図るため、保安林制度等による伐採制限や土地の形質変更

に対する規制措置を講じています。また、森林所有者等による間伐等

を促進する森林整備や土砂の崩壊・流出や流木の発生を抑えるため

の治山施設の整備等を推進しているところです。 

２．平成19年度からは、林野庁と水産庁が連携し、漁場の上流域等に

おいて広葉樹林の造成や間伐等を行う「漁場保全の森づくり事業」に

も取り組んでいるところです。 

３．また、伐採後の確実な造林の確保に向けて、森林法において、市町

村が策定する市町村森林整備計画に造林の方法などの規範を定める

とともに、森林所有者等に伐採前の届出や伐採後及び造林後の報告

を義務づけており、これらの適切な運用がなされるよう指導等を行

っているところです。 

４．今後とも、これらの事業の推進や制度の適切な運用等により、森林

の有する水源涵養機能の維持・増進及び土砂や流木の流出防止の対

策に努めてまいる考えです。 

 

【国交省】 

河川管理者として、総合的な土砂管理、適正な維持流量の確保、多自

然川づくり等の取組を引き続き進め、河川環境の保全に努めていく。 

また、大型台風や集中豪雨など頻発化・激甚化する水災害を踏まえ、

治水計画を「過去の降雨実績に基づくもの」から「気候変動による降雨

量の増加などを考慮したもの」に見直すとともに、堤防の整備等、治水

対策の強化を進めていく。 

２ 水生生物の保全に係る水質

環境基準の設定に際し、必要と

なる科学的知見をより深める

ための研究支援を行い、特に水

生生物の生息に配慮した適切

【環境省】 

水生生物保全に係る環境基準や排水基準設定については、今後も科

学的知見などの集積に努め、検討してまいります。 

また、規制的な手法とは異なる自主的な取組の一つとして、生物応答

試験を事業場排水等の水質評価に用いる手法について検討を行い、手



な排水基準の設定及び栄養塩

管理により、水質の保全を図る

こと。 

法の特徴、留意点等を事業者等に向けた活用の手引きとして取りまと

め、HP に公表しています。 

（参考）生物を用いた水環境の評価・管理手法に関する検討会 

http://www.env.go.jp/water/seibutsu/conf.html 

第五次環境基本計画にもあるとおり、従来からの規制的な手法は維

持しつつ、今後はこうした手法も含め、各主体の自主的な参画と連携を

図りながら、生物の生息・生育環境の評価や維持・回復を目指す施策を

水域や地域の特性に応じて展開できるよう取り組んでまいります。 

３ 漁場管理上支障を来たして

いる河川及び湖沼内樹木につ

いては伐採に努めるとともに、

高齢者や障害者を含め、誰もが

水辺にアクセスしやすい環境

整備を行うこと。 

【国交省】 

 河川内樹木については、河川管理上支障となる樹木の伐採に努めて

おり、引き続き水産資源を含め、河川の環境面にも配慮して対応した

い。 

 また、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指すこと

を目的として「かわまちづくり」を推進しており、市町村、民間事業者

及び地域の関係者と河川管理者の連携の下、河川管理用通路やスロー

プの整備等の水辺の整備・利用に係る取組みを推進・支援していく。 

４ 河川及び河川工作物の整備・

改修及び災害復旧等にあたっ

ては、魚類等の遡上や降下、産

卵場や幼稚魚の育生場、捕食者

からの隠れ場の確保など水生

生物の生息に適した川づくり

を実施するとともに、引き続

き、魚道の整備や改善を行って

いくこと。 

また、災害復旧、復興事業の

実施にあたっては、漁業への影

響が最小限になるように配慮

すること。 

さらに、個々の工事の事業計

画段階から水生生物の専門家

や地元漁業協同組合が参画で

きるように配慮し、水生生物に

とって最善な環境が保たれる

よう維持管理の徹底を図るこ

と。 

【農水省】 

１．土地改良事業により、頭首工等の河川工作物の整備・改修等を行う

際には、土地改良法に定められた「環境との調和への配慮」を踏ま

え、当該河川に生息する魚類等が遡上・降下できる魚道の整備を進め

ています。 

２．また、魚道が未整備、又は魚道が設置されているものの河川の流水

による損傷や河床低下等により、魚類の遡上の障害となっている頭

首工に対し、都道府県等が行う魚道整備等の支援を行っています。 

３．災害復旧事業においても、被災施設が環境に配慮した工法により施

工されている場合等において、自然環境の保全に配慮した工法によ

り復旧することが可能です。 

４．今後とも、水生生物の生息に適した環境が保たれるよう関係者との

意見交換を行いつつ、これらの取組を進めてまいります。 

 

【国交省】 

河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境を保全・創出する

ため、河川管理にあたっては多自然川づくりを推進している。また、災

害復旧事業においても多自然川づくりの考えが反映されるよう、「美し

い山河を守る災害復旧基本方針」の運用を図っている。特に魚道につい

ては、平成１７年に内水面漁業関係者の協力も得て「魚がのぼりやすい

川づくりの手引き」をとりまとめ、全国の河川で魚類の遡上・降下環境

の一層の改善に取り組んでいる。 

引き続き学識経験者や地域の関係者の意見も踏まえて多自然川づく

りを通じて、生物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出に努めたい。 

 

５ オオカナダモ、ミズワタクチ

ビルケイソウ、カワシオグサ等

の異常繁殖は、河川湖沼の在来

生態系へ脅威となるのみなら

【国交省】 

地元市町村や都道府県の関係部局等と連携し、河川管理者としても

外来生物等の防除対策に努めていく。 

 



ず、内水面漁業の妨げになるな

ど重要な課題であるため、これ

らの異常繁殖の原因究明及び

効果的な駆除・防除方法の開発

とその異常繁殖防止に努める

こと。 

【環境省】 

水生生態系に影響を及ぼす外来水生植物については、特定外来生物

に指定されているオオバナミズキンバイ及びナガエツルノゲイトウに

よる生態系被害を防止する観点から、琵琶湖において、地元自治体や協

議会と連携して平成26年より防除事業を実施するなどしてきたところ

です。また、環境研究総合推進費によりオオバナミズキンバイの拡大防

止策と効果的防除手法の開発にも取り組んだところであり、これらの

事業の成果について、他地域でも活用できるよう、将来的にはマニュア

ル等をとりまとめたいと考えております。 

６ 内水面は水産物を供給する

場であるほか、憩いの場やレジ

ャーの場であるなど多面的な

機能を有している。その内水面

を持続的に活用していくため

に、自然環境保全の大切さや、

オオクチバス等の特定外来生

物や国内外来種等、本来生息し

ない生物が漁業のみならず生

態系に及ぼす影響について、各

省庁間で情報共有しながら、多

くの国民に対し積極的に啓発

活動を展開していくこと。 

特に、児童生徒に対して、環

境保全の必要性や外来魚問題

等を啓発することが大切であ

るため、国が出先機関を経由す

るなどして河川・湖沼・ため池

の管理者等に対し、現場におい

て関係機関が密接に連携して

より効果的な体験学習や学校

教育を推進するよう働きかけ

ること。 

【農水省】 

１．水産庁では、「水産多面的機能発揮対策」により、河川清掃など環

境保全活動のほか、多面的機能の理解・増進につなげるための児童生

徒を対象とした自然体験学習等の取組に対して支援しています。 

２．また、同対策では、一般の方を対象としたシンポジウムを開催し、

日本各地で実施されている環境保全活動の事例を紹介すること等に

より、水産多面的機能の重要性についての普及啓発に努めていると

ころであり、引き続き、こうした取組を推進してまいります。 

３．なお、平成28年度から、地方公共団体に一定の費用負担を求める

こととなり、内水面における活動組織数も平成27年度と比較して減

少（H27:181→R３:79）していることから、地元都道府県又は市町村

に対し、必要な予算が確保されるよう貴連合会からも働きかけをお

願いします。 

 

【国交省】 

子ども達が河川について学べるよう、各種団体とも連携して「ミズベ

アソビガイド」などの冊子を作成している。また、 各河川事務所にお

いて、水生生物調査や水質調査などの現地学習を実施し、これらを通じ

て環境教育を推進している。引き続き、子どもたちが河川で学ぶ機会を

創出できるよう関係機関と連携しながら取組を進めていく。 

 

【環境省】 

外来種対策の主流化における学校教育の重要性については、平成27

年に環境省・農林水産省・国土交通省で作成した外来種被害防止行動計

画でも記載されており、これも踏まえ、平成29 年に改訂された中学校

学習指導要領においては、理科分野において、外来生物についても触れ

ること等が盛り込まれているところです。 

外来種問題に係る普及啓発については、チラシ等の配布やイベント

への参画、日本動物園水族館協会をはじめとする関係機関との連携等

により取り組んでいるところです。引き続き、普及啓発の取組を推進し

てまいります。 

 

【文科省】 

国民への周知・啓発活動に関して、文部科学省としては月２回発行し

ている「マナビィ・メールマガジン」を活用した情報提供のほか、都道

府県・指定都市教育委員会の環境教育担当者に対して、適宜環境教育に



関する情報を提供するなど、環境教育の推進に努めているところです。

今後とも「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基

づき、関係省庁と連携して、環境教育の推進に取り組んでまいります。 

学校教育では、小学校、中学校及び高等学校の学習指導要領において、

環境保全について、例えば、中学校の理科において「身近な自然環境に

ついて調べ、様々な要因が自然界のつり合いに影響していることを理

解するとともに、自然環境を保全することの重要性を認識すること」な

どを規定しています。また、外来生物について、例えば、小学校・中学

校の理科において「気候変動や外来生物にも触れること」と規定してい

ます。 

学習指導要領の総則においては、児童生徒が生命の有限性や自然の

大切さ、主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働することの重

要性などを実感しながら理解することができるよう、各教科等の特質

に応じた体験活動を重視し、家庭や地域社会と連携しつつ体系的・継続

的に実施できるよう工夫することなどについて規定しており、引き続

き、環境教育の推進に取り組んでまいります。 

体験活動について、生命や自然を尊重する精神、環境保全に寄与する

態度を養う観点から、児童生徒の自然体験活動は重要と考えておりま

す。体験活動の具体的な内容については、それぞれの学校において、そ

の実情に応じて計画・実施されているところですが、文部科学省として

も、小・中・高等学校における２泊３日以上の宿泊体験や、学校教育に

おける農山漁村体験活動の取組に対する支援などを行い、自然体験活

動の推進に努めています。 

今後とも、関係省庁間で十分に情報共有や連携を図りながら、学校に

おける自然体験活動を推進してまいります。 

【担当】 

総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課（03－5253－2260） 

初等中等教育局 教育課程課（03－5253-2613） 

初等中等教育局 児童生徒課（03－5253－3289） 

７ 濁水現象が発生するダムに

ついては、放流水の濁度の基準

化を行い、濁水対策施設の整備

など、濁水の下流河川への流入

が長期化しないよう関係者と

協議するとともに、必要な対策

を講じること。 

また、貧酸素水放流やダムの

ヘドロの堆積による影響も懸

念されていることから、ダムが

河川の水産生物に与える影響

についての調査を十分に行う

とともに、必要な対策を講じる

こと。 

【国交省】 

ダム下流河川への放流による濁水の長期化について、国土交通省所

管のダムでは、必要に応じて対策設備を設置するとともに、洪水後の濁

水調査等を行ってきているところだが、引き続き、地元関係者と協議し

つつ、設備の運用の改善や追加的な設備の必要性を検討するなど、適切

に対応したい。 

河川の生物に関しては、ダム下流も含めて、水辺の国勢調査等におい

てモニタリングに努めていく。なお、貧酸素水放流やダムのヘドロの堆

積による影響については、具体的な事例について当該ダムの管理者に

相談してほしい。 

８ アユについては、資源量の増

減メカニズムが解明されてい

【農水省】 

１．アユの生息状況等の調査については、内水面漁場・資源管理総合対



ない中、近年、特に日本海側で

は天然遡上アユの減少が著し

い状況が続いている。関係都道

府県と連携した調査・研究体制

を早急に構築し、資源量の増減

メカニズムを解明し、天然資源

回復に向けた対策・方法等を示

すこと。 

策事業のうち「環境収容力推定手法開発事業」において実施してお

り、アユ資源の減少要因解明と対応策開発に取り組んでいるところ。

今後とも、現場からのニーズ等を踏まえ、総合的に勘案しながら必要

な調査体制が構築できるよう努めてまいります。 

２．なお、内水面漁場管理委員会には、漁業調整のために必要な事務を

行うことや水産動植物の採捕及び増殖に関する事項を処理すること

が求められていることから、アユの漁場管理について、同委員会が主

体となって都道府県や漁協等と情報を共有し、連携して管理の在り

方を検討することは、有益であり、アユ資源の有効かつ効率的な活用

に資すると考えているところです。 

 



Ⅴ 放射性物質による汚染対策について 

令和５年度提案趣旨 

「内水面漁業の振興に関する法律」が平成２６年６月に施行され、平成２３年の原子力事故による被害等

への対策について、当分の間、国等の講ずべき事項が附則として記載されました。 

当該原子力事故により放射性物質による汚染が広範囲に広がっており、人の生活、食品、水生生物の生息

環境など様々な分野に悪影響を及ぼしております。 

淡水魚については、基準値を超える放射性セシウムが検出された魚種が一部地域において確認され、国に

よる出荷制限、県による採捕自粛要請が出されています。 

特に、出荷制限を受けている河川湖沼では、長期に渡って、漁業、遊漁が規制されることから漁協経営に

大きな影響を受けており、放射線量の低下による制限の解除が望まれるところですが、いつになるか目処が

立たない状況です。 

また、食の安全・安心のためにも、淡水魚の放射性物質による汚染への対策を確実に行う必要があります。 

つきましては、下記の事項について提案いたします。  

令和５年度提案 （参考）令和４年度の回答・状況等 

１ 淡水魚及び河川湖沼環境中

の放射線量調査を広域かつ詳

細に行うことはもとより、内水

面漁業対象種等には淡水域と

海域を往来する生物も多いこ

とに鑑み海域も含めて、放射性

物質による汚染の実態を長期

的に把握すること。 

【農水省】 

１．水産庁では、福島第一原子力発電所の事故直後から淡水域、海域と

もに水産物の放射性物質検査を実施しています。検査結果について

は、水産庁のホームページに掲載し、正確な情報提供に努めていると

ころです。 

２．今後とも、関係自治体等と連携し、放射性物質による汚染の実態把

握と安全な水産物の供給に万全を期してまいります。 

 

【環境省】 

東京電力福島第一原発事故に係るきめ細かな放射線モニタリングを

確実に、かつ計画的に実施するため、政府により総合モニタリング計画

が策定され、これに沿って関係省庁等が連携してモニタリングを実施

し、公表しています。 

環境省では、河川、湖沼及び海域等について、平成23 年９月からモ

ニタリングを実施しており、令和３年度においても、当該モニタリング

を継続して実施していきます。 

野生動植物については、ＩＣＲＰ（国際放射線防護委員会）が定める

考え方に従い、淡水魚類ではメダカについて放射線影響調査を実施し

ております。最新の調査（令和２年度）では、繁殖成功率の低下等の可

能性が否定できない程度の数値となりましたが、本評価はより大きな

影響が生じうる条件を設定して計算した保守的な推定を行ったもので

あり、実際にこのような影響が生じていることを示すものではありま

せん。 

２ 陸上への降雨等によって、放

射性物質が河川湖沼に流入す

ることによる影響を把握する

こと。 

【環境省】 

環境省では、福島県及び周辺都県の河川、湖沼等について、平成23 

年9 月から継続的に放射性物質モニタリングを実施しており、その結

果については環境省ホームページ※１で公表しています。 

令和２年度の放射性物質濃度の状況は、水質については、湖沼の数地

点で放射性セシウムが検出された他は、ほとんどの地点で不検出（下限

値：１Bq/L）でした。 

底質については、河川では東京電力福島第一原子力発電所（以下「福



島第一原発」という。）近くなど、一部限られた地点において比較的高

いが見られる他は、経年的に、ほとんどの地点が減少傾向で推移してい

ます。湖沼でも、福島第一原発近くなど、一部限られた地点で比較的高

い値が見られる他は、おおむね減少傾向又は横ばいで推移しています。 

※１ 令和２年度 水環境における放射性物質のモニタリング結果に

ついて 

https://www.env.go.jp/press/110789.html 

３ 河川湖沼環境中の放射性物質

については、基本的に除染をし

ない方針が示されたが、漁業の

再開には除染対策の実施が必

須であることから、有効な除染

対策を検討し、実施すること。 

【環境省】 

河川･湖沼については、一般的には、水の遮へい効果があり、周辺の

空間線量への寄与が極めて小さいことから、放射性物質汚染対処特別

措置法に基づく除染の対象としておりません。当方針についてご理解

いただければと思います。 

４ 淡水魚の魚体内に放射性物

質が蓄積するメカニズムと低

減に関するプロセスを解明す

るとともに、漁業の早期再開に

向けた道筋や対策を積極的か

つ早急に検討すること。 

【農水省】 

１．既往の知見として、淡水魚は、体内の塩類を保持しようとする機能

が働くことから、海水魚よりも放射性セシウムを排出しにくいこと

が分かっています。 

２．さらに、国立研究開発法人水産研究・教育機構が行った淡水魚が汚

染されるメカニズムに関する研究によれば、 

  ① 魚の筋肉中の放射性セシウム濃度は餌の濃度以上には上がらな

いこと 

 ② 魚に取り込まれた放射性セシウムは非汚染環境下で飼育するこ

とで速やかに排出されること 

 ③ 河川では放射性物質が滞留しにくいため、魚類の濃度は概ね低

下傾向にあるが、空間線量が高い渓流域では、周辺陸域からの影響

を受け、比較的高濃度の魚類が確認されていることが明らかとな

りました。 

また、湖沼では、放射性物質が滞留しやすいため、現在においても

環境中に存在する放射性物質の影響を受けており、魚類の汚染が継

続していると推測されています。 

３．引き続き、水産物における放射性物質の移行と排出機構の解明につ

いて、同機構において研究を行うとともに、漁業再開に向けて、出荷

制限の解除が進むよう関係自治体等とよく相談してまいります。 

 



Ⅵ ウナギの資源回復について 

令和５年度提案趣旨 

内水面の重要な漁業資源であるニホンウナギについては、近年漁獲量が減少しており、国際自然保護連合

（IUCN）の絶滅危惧種に指定されるなど、資源水準の極端な低下が指摘されております。 

ニホンウナギの生態は、その多くが未だ明らかとなっておらず、効果的な資源管理・増殖手法が確立され

ていないのが現状です。 

このような中、「内水面漁業の振興に関する法律」が平成２６年６月に施行され、内水面水産資源の増殖及

び養殖の推進等について、国等の講ずべき事項が明記されました。更に、同法により、うなぎ養殖業者の許

可制の導入や、管理団体の設立など全国的な資源管理の取組みが進められているところです。 

また、本連合会においても平成２９年５月に「ウナギの資源管理に係る取組方針」を策定し、平成３０年

７月３日に全国内水面漁業協同組合連合会と下りウナギ保護に係る共同決議を水産庁長官に報告しました。 

内水面漁業協同組合がニホンウナギ資源の維持増大のため、種苗放流等の増殖行為に取り組んでおります

が、近年のシラスウナギの不漁は放流事業に深刻な影響を与えております。 

放流用種苗の確保のため、人工種苗生産技術への期待が高まっておりますが、平成２２年に水産総合研究

センターが完全養殖に成功しているものの未だ大量生産技術の実用化には至っておらず、依然として天然由

来の種苗に頼らざるを得ない状況であります。 

つきましては、下記の事項について提案いたします。 

令和５年度提案 （参考）令和４年度の回答・状況等 

１ ニホンウナギ資源の回復を

図るため、関係諸国、各都道府

県及び関係団体等と連携した

資源管理体制を機能させ、一層

推進していくこと。 

【農水省】 

１．平成22年漁期から平成24年漁期まで3期連続してシラスウナギ

が不漁となり、養殖池への池入れ量が大きく減少したことから、水産

庁では平成24年６月に、うなぎ養殖業者向け支援やウナギ資源の管

理・保護対策等を内容とする「ウナギ緊急対策」を定めています。 

２．これを契機として、 

① 国際的な資源管理の取組みとして、平成24年から実施している

ウナギ類の国際的資源保護・管理に係る非公式協議の枠組みにお

いて、中国、韓国及び台湾とともにウナギ種苗の池入れ量の制限

に取り組むとともに、 

② 国内においては、シラスウナギ採捕、親ウナギ漁業及びウナギ

養殖業に係る資源管理を三位一体として進めることにより、ウナ

ギの資源管理を推進しているところであります。 

３．今後とも、国内外の取組を両輪としてニホンウナギの資源管理の取

組を進め、資源の回復に努めてまいります。 

４．なお、貴連合会におかれても、平成29年の総会において、「ウナギ

の資源管理に係る取組方針」を決議され、資源管理を積極的に推進す

る方向性を打ち出されており、さらに平成30年には、全国内水面漁

業協同組合連合会と連携し、全都道府県の内水面で、産卵に向かう下

りウナギの保護に取り組む旨の共同決議をされております。当該取

組については、自主的な取組を含め現在27都県で実施されていると

ころであり、徐々に増加してきてはいますが、全国的な取組となるよ

う貴連合会の一層のご協力・後押しをお願いします。 

２ シラスウナギは県域を越え

て広く流通するため、国主導に

よるシラスウナギの流通の透

明化を推進すること。 

【農水省】 

１．シラスウナギを採捕するための特別採捕許可については、採捕者に

対して、シラスウナギの採捕数量と出荷先毎の出荷数量の定期的な

報告の義務付け、さらには出荷先をあらかじめ指定する場合の当該



また、漁業法の改正により罰

則が大幅に強化されたところ

であるが、組織化及び広域化す

るシラスウナギ違法採捕に対

処するため、国主導で取締関係

機関の連携体制を充実させて

いただき、実効性のある組織横

断的な取締りにより、資源管理

を一層推進すること。 

出荷先に出荷することの義務付けを都道府県に対し助言してきたと

ころであります。 

２．また、採捕数量の報告の徹底を図るため、正しく報告をしなかった

ものに対して翌年漁期の許可を行わない等の処分の強化や未報告を

発生させる要因の再点検等についても検討をお願いし取組を強化し

ているところであります。 

３．加えて、効果的な密漁対策が講じられるよう、正規の採捕者とそれ

以外の者を区別するための写真付き証明書の発行や、ワッペンや帽

子など現場で確認できるものの着用の義務化なども求めているとこ

ろであります。 

４．なお、現在、シラスウナギ漁業から販売に至るまで流通のトレーサ

ビリティ導入を確実に実施するため、導入の課題や現地事業者の負

担感を最小化する簡便な仕組みを評価・設計する事業を実施してい

るところです。 

５．今後とも、流通の透明化に向けて、これらの対策の浸透を図り、シ

ラスウナギ流通の問題点の改善を図ってまいります。 

６．また、令和２年12月に施行された改正漁業法において密漁防止の

ための罰則が大幅に強化され、特定水産動植物については、許可等に

基づく採捕を行う場合を除き採捕が禁止され、これに違反した者に

対する罰則は、３年以下の懲役又は 3,000 万円以下の罰金とされま

した。 

  シラスウナギについては、特定水産動植物に指定され令和５年 12

月から罰則が適用されることとなり、この間に関係都府県において

現在の特別採捕許可から知事許可漁業に移行されることとなってお

ります。知事許可漁業化に伴う各都府県の対応について関係者との

調整等が必要となることから内水面漁場管理委員会としても適切な

対応を願いします。 

７．密漁防止対策につきましては、各都府県、海上保安庁、警察庁、水

産庁等の関係機関が漁関係漁業者等と連携することが効果的である

ことから、関係者が連携し、情報共有、漁業者による監視、パトロー

ル等の密漁対策への支援等を行うことにより密漁対策の総合的な推

進に努めてまいります。 

３ 来遊するシラスウナギを含

めてニホンウナギの生理・生態

等に関する調査研究を一層推

進し、ニホンウナギに好適な生

息環境の保全及び回復を図る

とともに、適正な放流手法の確

立と放流体制の構築に係る支

援に取り組むこと。 

【農水省】 

１．水産庁では、従前よりウナギの生息状況や生態等の調査のほか、効

果的な放流方法の検討等を行っており、令和２年度からは「資源回復

のための種苗育成・放流手法検討事業」により、産卵回遊に向かうニ

ホンウナギの実態把握等の調査を実施しているところです。 

２．また、ウナギの生息環境改善のため、平成28年度から、「鰻生息環

境改善支援事業」により、内水面漁業者が行う石倉増殖礁等の設置の

取組に対して支援しています。本事業では、令和３年度末までに、18

府県38河川２湖沼において石倉増殖礁を設置しており、令和４年度

においても現在のところ、12河川での設置を進めているところです。 

３．今後とも、関係者と連携しつつ効果的な対策の推進に努めてまいり

ます。 

 



【国交省】 

全ての川づくりに共通して、多自然川づくりを推進し、河川の連続性

を確保するため、魚類の遡上、降下環境の一層の改善に取り組んでお

り、引き続き、ニホンウナギを含む生物の生息・生育・繁殖環境の保全・

創出に努めていく。 

４ シラスウナギの大量生産技

術の実用化に向けた取り組み

を一層推進していくこと。 

【農水省】 

１．ウナギについては、平成26年度から水産庁委託事業により、人工

種苗の生産技術の開発を行っているところである。 

２．人工授精に用いる卵質の向上、飼料の改良、自動給餌システムな

ど、依然として解決すべき課題は残されているため、産学官の連携に

より、人工種苗大量生産技術の確立に向け、引き続き取り組んでまい

りたい。 

 



Ⅶ 内水面漁場管理委員会制度について 

令和５年度提案趣旨 

内水面漁場管理委員会は、地方自治法及び漁業法に基づいて設置された行政委員会であり、漁業権や水産

動植物の採捕及び増殖に関する事項並びに水産資源の保護に関する事項等幅広い業務を担い、漁業制度の円

滑な運営を確保してきました。 

近年、内水面漁業を取り巻く問題は、外来魚、魚病、鳥類による食害、環境保全、放射性物質による汚染対

策等、複雑化・多様化しています。このような中、平成26年度には「内水面漁業の振興に関する法律」が制

定され、内水面漁業の振興においては関係者相互間の連携協力体制の整備の重要性が明記されました。また、

70年ぶりに改正された「漁業法」においては、現行の委員会制度が維持されるとともに、内水面が有する多

面的機能の発揮などの新たな項目が追加され、諸問題に的確に対応してきた内水面漁場管理委員会の果たす

べき役割はますます重要となっています。 

 一方、漁業調整委員会等交付金は、過去の三位一体改革により一部が税源移譲されましたが、内水面漁

場管理委員会が、前述の諸問題に適切に対処していくためには、安定した財政基盤の裏付けが必須です。 

つきましては、下記の事項について提案いたします。 

 

令和５年度提案 （参考）令和４年度の回答・状況等 

１ 内水面漁場における漁業調

整機構として、多年にわたり調

整問題を解決してきた内水面

漁場管理委員会制度を堅持す

ること。 

【農水省】 

１．内水面漁場管理委員会は、漁業法の下で漁業権の免許や都道府県内

水面漁業調整規則の策定を始め、内水面における漁業に関する事項

について広範にわたって処理する重要な機関であります。 

２．令和２年１２月に施行された改正漁業法においても、資源管理の強

化や水域の有効活用を図っていく中で、内水面漁場管理委員会の役

割はさらに重要性を増すものと認識しており、引き続きこの役割・機

能を発揮していけるよう、制度が維持されたところです。 

  また、内水面漁場管理委員会の運営に必要な漁業調整委員会等交

付金についても、引き続き、確保に努てまいります。 

２ 独立の行政委員会として都

道府県財政に左右されず適正

な法令事務を遂行するため、内

水面漁場管理委員会への交付

金の維持・確保を図ること。 

 


